
今
月
の

８ 月

税

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普
通
徴
収
（
第

２
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
２
期
）

※
納
付
は
、
８
月
３１
日
（
火
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
納
付
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付

（
ヤ
フ
ー
公
金
）、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
で
の
納
付
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▪
市
税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い

方
は
、
納
税
相
談
を

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
収
入
が
大
幅
に
減
少
し
た
、
事

業
の
継
続
が
難
し
く
な
っ
た
な
ど
、
市

税
を
納
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

が
あ
る
方
は
、
納
税
が
猶
予
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
７

夜
間
納
税
窓
口

8
月
２５
日（
水
）に
開
設

と　
き　
８
月
２５
日
（
水
）　
午
後
５

時
〜
８
時

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
収
納
課
（
入
口

は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の
発

行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
６

証
明
書
自
動
交
付
機
を

臨

時

休

止

８
月
２９
日（
日
）

　
シ
ス
テ
ム
の
改
修
作
業
の
た
め
、
８
月

２９
日
（
日
）
の
終
日
、
証
明
書
自
動
交
付

機
に
よ
る
住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
、
戸
籍

証
明
書
（
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
と
戸
籍

個
人
事
項
証
明
書
）
の
交
付
を
休
止
し
ま

す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
市
民
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
８

０
５市

民
税
・
都
民
税

申
告
は
お
済
み
で
す
か

　
令
和
３
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
書
が
な
い

方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
個
別
に
申
告
が
済
ん
で
い
る
か
ど
う
か

の
確
認
も
し
て
い
ま
す
。

※
令
和
２
年
中
に
収
入
が
無
か
っ
た
方

も
、
非
課
税
証
明
書
（
所
得
証
明
書
）
の

発
行
に
は
、
事
前
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
確
定
申
告
を
し
た
方
や
、
前
年
の
収
入

が
給
与
収
入
の
み
で
会
社
か
ら
小
平
市
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
あ
る
方
、
前

年
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
方
は
、
市

民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
２
・
９
５
２
３

災
害
時
の
避
難
所
に
関
す
る

協

定

を

締

結

　
災
害
時
の
福
祉
避
難
所
の
設
置
運
営
に

つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
人
緑
山
会
と
協
定

を
締
結
し
ま
し
た
。

　
災
害
時
に
は
、
福
祉
施
設
内
に
福
祉
避

難
所
を
設
置
し
、
高
齢
者
・
そ
の
介
助
者

を
避
難
さ
せ
る
こ
と
で
、
要
配
慮
者
が
日

常
生
活
に
支
障
な
く
避
難
生
活
を
送
る
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
９

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
発
送

１０
月
か
ら
使
え
る

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
有
効
期
限
は
、

９
月
３０
日
ま
で
で
す
。
１０
月
１
日
か
ら
使

え
る
保
険
証
の
色
は
、う
ぐ
い
す
色
で
す
。

▪
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
交
付

　
９
月
中
旬
に
、
簡
易
書
留
郵
便
で
世
帯

主
宛
て
に
加
入
者
全
員
分
を
ま
と
め
て
発

送
し
ま
す
。
原
則
、
郵
便
局
の
配
達
員
が

保
険
証
を
手
渡
し
し
ま
す
。
受
け
取
り
に

は
受
領
印
が
必
要
で
す
。

▪
窓
口
で
交
付
を
希
望
す
る
方

　
窓
口
で
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、
８
月

３１
日
（
火
）
ま
で
に
、
電
話
で
希
望
日
時

を
問
合
せ
先
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

と　
き　
９
月
２１
日（
火
）〜
３０
日（
木
）

と
こ
ろ　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）

対　
象　
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
員
（
加
入

者
全
員
の
受
け
取
り
）

持
ち
物　
現
在
の
保
険
証
、
本
人
確
認
書

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
写
真
付
き
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

国
民
年
金

▪
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
法
律
で
納
付
期

限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
な
か
っ
た
場
合
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

▪
納
付
期
限
を
過
ぎ
た
納
付
書
と
納
付
書

の
使
用
期
限

　
納
付
書
に
は
、
納
付
期
限
と
使
用
期
限

が
あ
り
ま
す
。
納
付
期
限
を
過
ぎ
て
も
、

納
付
期
限
か
ら
２
年
間
は
そ
の
納
付
書
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
使
用
期
限
と
表
示
さ
れ
て
い
る
納
付
書

は
、
使
用
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
そ
の
納
付

書
で
は
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
納

付
書
の
再
発
行
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

８
月
３１
日（
火
）ま
で

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症

　
生
活
困
窮
者

　
　
　
自
立
支
援
金

　
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
が
終
了
し
た

世
帯
や
、
再
貸
付
が
承
認
さ
れ
な
か
っ
た

世
帯
に
対
し
て
、
支
援
金
を
支
給
し
ま

す
。
支
給
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
８
月
３１
日
（
火
）
ま
で
（
消
印

有
効
）
に
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
添
付
書
類
を
同
封
の
う
え
、
問
合
せ

先
へ
送
付

※
対
象
と
見
込
ま
れ
る
方
に
は
、
申
請
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
小
平
市
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

０
１
２
０
（
５
５
１
）
７
８
０
（
平
日
の

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分
）

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
８
２
１

▪
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ

会
議
）

と　
き　
９
月
１４
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
講
座
室
１

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６
１
８

▪
公
民
館
運
営
審
議
会

と　
き　
９
月
１４
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午

後
１
時
５０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽

選
）

問
合
せ　
中
央
公
民
館
☎
０４２
（
３
４
１
）

０
８
６
１

▪
地
域
自
立
支
援
協
議
会
全
体
会

と　
き　
９
月
１７
日
（
金
）　
午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
５
階
市
民
ホ
ー
ル

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
１
時
３０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
０

道
路
上
の
段
差
解
消

ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
撤
去
を

　
自
宅
や
駐
車
場
出
入
り
口
前
の
道
路
上

に
、
段
差
を
解
消
す
る
た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク

や
鉄
板
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
、
歩

行
者
や
自
転
車
な
ど
の
転
倒
事
故
や
道
路

冠
水
の
原
因
と
な
り
大
変
危
険
で
す
。
道

路
上
に
段
差
解
消
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
を
設
置

し
て
い
る
場
合
は
、
撤
去
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ　
道
路
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
８

２
４事

業

説

明

会

鷹
の
台
駅
前
広
場
整
備

　
令
和
４
年
度
に
予
定
し
て
い
る
鷹
の
台

駅
前
広
場
の
整
備
に
つ
い
て
、
事
業
の
目

的
や
具
体
的
な
整
備
案
な
ど
を
説
明
し
ま

す
。

と　
き　
▽
９
月
１２
日
（
日
）　
午
前
１０

時
〜
１１
時
３０
分
、
午
後
２
時
〜
３
時
３０
分

▽
９
月
１４
日
（
火
）　
午
前
１０
時
〜
１１
時

３０
分

▽
９
月
１６
日
（
木
）　
午
後
２
時
〜
３
時

３０
分

※
各
回
、
同
じ
内
容
で
す
。

と
こ
ろ　
小
川
公
民
館
ホ
ー
ル

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

定　
員　
各
３０
人　

申
込
み　
９
月
７
日
（
火
）
の
午
後
５
時

ま
で
に
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
道

路
課
へ
（
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
可
、
先
着

順
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
４
８
、

Adoro@city.kodaira.lg.jp

健
康
増
進
計
画
検
討
委
員
会

委

員

決

ま

る

　
健
康
増
進
計
画
検
討
委
員
会
の
委
員

が
、
左
記
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。
委

員
は
、（
仮
称
）
第
２
次
こ
だ
い
ら
健
康

増
進
プ
ラ
ン
策
定
の
検
討
を
し
ま
す
。
任

期
は
計
画
の
策
定
ま
で
で
す
。

▽
大
𥔎
俊
行
、
大
澤
英
雄
、
小
野
友
紀
、

小
林
佳
子
、
小
林
広
二
、
清
水
寛
、
髙
森

恵
美
子
、
中
島
雅
、
沼
崎
直
隆
、
沼
田
祐

一
、
早
田
紀
子
、
藤
井
猛
、
星
辰
郎
、
村

山
茂
子
、
安
永
明
智
、
米
澤
一
郎
（
敬
称

略
、
五
十
音
順
）

問
合
せ　
健
康
推
進
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

３
７
０
０

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
傍
聴
す
る
方
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
マ
ス
ク
を

着
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
自
宅
で
検

温
し
、
体
調
不
良
の
方
は
傍
聴
を
お
控
え

く
だ
さ
い
。
Ｗウ

 
ェ
 
ブ

Ｅ
Ｂ
会
議
は
、
委
員
が
テ

レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
で
出
席
す
る
会
議

で
、
会
場
の
モ
ニ
タ
ー
で
傍
聴
で
き
ま

す
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
傍
聴
は

で
き
ま
せ
ん
。
会
議
録
は
後
日
、
市
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
小
平
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
子
ど
も
・
子
育
て
審
議
会

と　
き　
９
月
１
日
（
水
）　
午
後
１
時

３０
分
か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
５
会
議
室

定　
員　
２
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

市
議
会
９
月
定
例
会

傍
聴
は
事
前
に
確
認
を

　
９
月
定
例
会
は
、
９
月
７
日
（
火
）

の
午
前
９
時
に
開
会
す
る
予
定
で
す
。

　
傍
聴
す
る
方
に
は
、
当
日
、
問
合
せ

先
で
受
け
付
け
後
、
傍
聴
券
を
交
付
し

ま
す
。
本
会
議
場
傍
聴
席
へ
の
磁
気
ル

ー
プ
の
設
置
、
手
話
通
訳
者
の
配
置
を

試
行
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
（
事
前
申

込
み
）。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
日
程
や
場
所
な
ど
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　
議
会
事
務
局
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
６
６
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９

５
６
７

９月１２日（日）
マイナンバーカードを受け取れる
臨時交付窓口を開設
マイナンバーカードの申請が済み、交付通知書が届いている方はマイナンバ
ーカードを受け取れます。
当日、カードの受け取り以外の手続きはできません。
※マイナンバーカードを受け取っていない方には、勧奨通知書を送付してい
ます。通知書に書かれた取り置き期限日を過ぎると、カードが廃棄されてい
る場合があります。保管状況は、問合せ先へご確認ください。
と　き　９月１２日（日）　午前９時〜午後４時
ところ　市民課（市役所１階）
定　員　１０８人
申込み　９月９日（木）の正午までに、電話で問合せ先へ（先着順）
※小平市マイナンバーカード交付窓口予約システム（スマートフ
ォンからは右図ＱＲコードを読み取ってアクセス）からも申し込
めます。
問合せ　小平市マイナンバーコールセンター☎０４２（３４６）９８４１

令和３（２０２１）.8.２０ ２
人　口	 １９5,55９人	 （１１5人減）
	 男　９5,９57人	 （１１３人減）
	 女　９９,６０２人	 （２人減）
世帯数	９４,２６２世帯	 （６６世帯減）

人口と世帯数
令和３年８月1日現在
かっこ内は前月比

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　☎042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします


